
別紙２

中間前金払に係る手続きの流れ

＜豊能町の手続き＞ ＜受注者の手続き＞

○中間前払又は部分払の

　選択（選択に係る届出書

　を契約検査室に提出）

○選択に係る届出書を

　工事担当課へ送付

○保証証書を添付し、前払

　金請求書を工事担当課へ

　提出

○前払金支払い

○中間前金払認定請求書、

　及び工事履行報告書を

　工事担当課へ提出

○中間前金払認定調書を

　工事担当課から交付

（認定請求から原則１５日以内）

○中間前金払認定調書を

　保証会社へ提出

○保証証書を添付し、中間

　前金払請求書を工事担当課

　へ提出

○中間前払金の支払い

（請求から30日以内）

○工事完了

契約額-前払金-中間前払金
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